
1999年に起こった鶏肉のダイオキシン汚

染騒動，2000年の第２次BSE（狂牛病）危

機，散発するリステリア菌による食中毒な

ど，食品の安全性に対する不信感が高まる

中，フランスの消費者はどのような食品表

示に信頼感を見いだしているの

だろうか。

2000年に消費者団体のユー・

エフ・シー・クショワジール

（U.F.C.Que choisir）が行った

調査によると，フランスの消費

者が食品を購入する際に最も重

要な要素としたものは，「品質

ラベルの存在」が34.0％で１位，

「生産方法」が２位（17.8%），

「原産地表示」が３位（14.2％）

であった。約３人に１人の消費

者が「品質ラベルの存在」を確

認して食品を購入していること

となる。EUの中でも特に品

質・原産地に関する公的ラベル

の普及が進んでいるフランスで

は，品質ラベルの存在が消費者

の食品購入の重要な要素となっ

ている。

五つの公的品質・原産地ラベル
フランスには，法令などに基づき認可手

続き，認可条件，検査手続きなどが規定さ

れている「品質・原産地に関する公的ラベ

ル」が五つある。「原産地統制呼称（AOC）」

「ラベルルージュ（LR）」「品質適合証明

（CC）」「有機農産物証（AB）」「山岳地産

品証」である。このうち「山岳地産品証」

は，山岳地で生産・加工などがなされたこ

とを証明するラベルだが，そのほかに比べ

普及が遅れており，実質的には四つが一般

的である。

1935年に創設され最も歴史の古

いAOCは主にワインで有名であり，

その産品の品質や特徴が本質的に

その産品の生み出される地理的特

質から生じるものに与えられる。

19世紀後半にブドウの病気がまん

延し，ワインの収穫量が激減した

ことから，不正表示が横行したた

め，生産者の利益を守り消費者の

欲求に応えることを目的に1905年

に不正表示防止法が成立，1919年

に原産地呼称に関する法律制定，

1935年に生産者団体による登録申

請，審査機関による認可という仕

組みが制定された。

LRは，産品の優れた品質を保証

するもので，60年の農業基本法で

農産物の「量的な拡大」から「質

の向上」に方向転換がなされた折，

質の向上を促進するために創設さ

れた。特に鶏肉ではその売上高の半分以上

を同ラベル適合品が占める。CCは，製造，

加工または包装に関する規格に適合してい

る食品などに対し90年から与えられており，

主に牛肉に多い。LRのように通常の食品と

比べ結果的に高品質なことは要件ではなく，
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特定品種で草だけで飼育された牛など，生

産，加工過程の一部が規則に従っているこ

とを証明するものが多いため，その内容は

さまざまである。ABは80年以来，無農薬，

無化学肥料の生産方式により作られた農畜

産物に与えられるものである。

高くても買う，生産額も急増
これらの公的ラベルに対する消費者の認

知度，評価はどうであろう。前述の調査に

よると，AOC，LR，ABの三つはよく認知

されており，７割以上の消費者が知ってい

ると答えている。一方，CCは５割強にとど

まっている。また，これら四つの表示は，

広告のためか，それとも品質に関するもの

か，という質問には，回答の約８割が品質

に関するものであると高い評価を与えてい

る。

公的ラベル適合品と通常食品の価格を比

較したものが表１である。一例に鶏を取り

上げたが，売上高ベースでLR適合品は鶏肉

市場全体の約６割を占めるまでになるなど，

市場で最も受け入れられている。価格調査

を行った店舗でも，丸鶏は全部で７種類売

られていたが，そのうちの４種類がLR適合

品であった。価格が通常食品の倍以上であ

っても市場の支持を得ていることが分かる。

一方，その普及状況を生産額ベースでみ

たのが表２である。近年これら公的ラベル

適合品の生産額は急増している。97～2000

年の３年間で農産物・食料品生産額の伸び

が約15%であるのに対して，公的ラベル適

合品は４割以上増加，2000年には農産物・

食料品生産額の約13％を占めるまでになっ

ている。有機農産物が市場に浸透してきて

いること，CC適合品の生産額が伝統ある

LR適合品を凌駕（りょうが）している点が

注目される。

求められる表示認可手続きの簡素化
普及が進む品質ラベルだが，公的ラベル

は認可までに要する時間が長く，また手続

きが複雑であるという生産者からの意見も

ある。LRは，流通業者から「鶏肉では通常

の食品に比べ品質の違いが明らかだが牛肉

はそこまでいかない」「野菜・果物に対する

取り組みが少ない」など，AOCは，消費者

団体から「品質のばらつきがある」などの

問題点が指摘されている。

今後は，これらの課題を克服するととも

に，それぞれのラベルの特質を適切に消費

者に伝え，環境・動物福祉への配慮，品質

向上などに取り組むことで，消費者の要求

に応える必要があろう。

（うえむら　ともあき／パリ・センター）
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